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(57)【要約】
【課題】二次電池Ｂａｔが接続されていない場合に負荷
電流が急激に増加したときでも、負荷にリセットがかか
ることを防止することができる二次電池の充電回路、そ
の充電制御方法及びその充電回路を備えた電源回路を得
る。
【解決手段】充電回路３の動作を停止させず、充電完了
後は切り換えスイッチＳＷ１を制御して演算増幅回路１
２の入力電圧Ｖｓが基準電圧Ｖｓ４になるようにし、出
力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔを、再充電電圧Ｖ３より
も小さく、リセット電圧Ｖｒｓｔよりも大きい電圧Ｖ４
に設定するようにして、二次電池Ｂａｔが接続されてい
ない場合に負荷１０への負荷電流が急激に増加したとき
でも、負荷１０にリセットがかかることを防止すること
ができるようにした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力端子に入力された電圧を電源にして出力端子に接続された二次電池の充電を行う充
電回路において、
　制御電極に入力された制御信号に応じて、前記二次電池への充電電流の供給制御を行う
充電電流制御用トランジスタと、
　前記充電電流の電流値を検出する電流検出回路部と、
　前記出力端子の電圧を検出する電圧検出回路部と、
　前記電圧検出回路部で検出された電圧が所定の満充電電圧になるように前記充電電流制
御用トランジスタを動作制御して定電圧充電を行う制御回路部と、
を備え、
　前記制御回路部は、前記出力端子の電圧が前記満充電電圧よりも小さい所定の再充電電
圧以下に低下すると前記充電電流制御用トランジスタをオンさせて前記充電電流の供給を
開始させ、前記電流検出回路部で検出された充電電流と前記電圧検出回路部で検出された
電圧から、前記二次電池の充電が完了したと判定すると、前記出力端子の電圧が前記再充
電電圧よりも小さく且つ前記二次電池に接続される負荷が動作可能な電圧以上である所定
値になるように前記充電電流制御用トランジスタの動作制御を行うことを特徴とする充電
回路。
【請求項２】
　前記制御回路部は、前記出力端子の電圧が前記再充電電圧以下に低下すると、前記出力
端子の電圧が前記満充電電圧になるように前記充電電流制御用トランジスタの動作制御を
行うことを特徴とする請求項１記載の充電回路。
【請求項３】
　前記電圧検出回路部は、前記出力端子の電圧に比例した比例電圧を生成して出力し、前
記制御回路部は、該比例電圧が設定した基準電圧になるように前記充電電流制御用トラン
ジスタの動作制御を行い、前記二次電池の充電が完了したと判定すると、前記出力端子の
電圧が前記所定値になるように前記基準電圧の設定値を変えて前記充電電流制御用トラン
ジスタの動作制御を行うことを特徴とする請求項１又は２記載の充電回路。
【請求項４】
　前記制御回路部は、前記出力端子の電圧が前記再充電電圧以下に低下したことを検出す
ると、前記出力端子の電圧が前記満充電電圧になるように前記基準電圧の設定値を変えて
前記充電電流制御用トランジスタの動作制御を行うことを特徴とする請求項３記載の充電
回路。
【請求項５】
　前記制御回路部は、前記出力端子の電圧が、前記再充電電圧よりも大きく且つ前記満充
電電圧よりも小さい所定の充電完了電圧以上になると共に、前記充電電流が所定の電流値
未満になると、前記二次電池の充電が完了したと判定することを特徴とする請求項１、２
、３又は４記載の充電回路。
【請求項６】
　前記電流検出回路部は、検出した前記充電電流を電圧に変換して出力し、前記制御回路
部は、前記二次電池の充電を開始すると、該電流検出回路部から出力された電圧が所定の
電圧になるように前記充電電流制御用トランジスタを動作制御して定電流充電を行った後
、前記定電圧充電を行うことを特徴とする請求項１、２、３、４又は５記載の充電回路。
【請求項７】
　制御電極に入力された制御信号に応じて、二次電池への充電電流の供給制御を行う充電
電流制御用トランジスタと、
　前記充電電流の電流値を検出する電流検出回路部と、
　前記二次電池が接続される出力端子の電圧を検出する電圧検出回路部と、
を備え、
　入力端子に入力された電圧を電源にして前記出力端子に接続された前記二次電池の充電
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を行う充電回路の充電制御方法において、
　前記出力端子の電圧が所定の再充電電圧以下に低下すると前記充電電流制御用トランジ
スタをオンさせて前記充電電流の供給を開始させ、
　前記電圧検出回路部で検出された電圧が前記再充電電圧よりも大きい所定の満充電電圧
になるように前記充電電流制御用トランジスタを動作制御して定電圧充電を行い、
　前記電流検出回路部で検出された充電電流と前記電圧検出回路部で検出された電圧から
、前記二次電池の充電が完了したと判定すると、前記出力端子の電圧が前記再充電電圧よ
りも小さく且つ前記二次電池に接続される負荷が動作可能な電圧以上である所定値になる
ように前記充電電流制御用トランジスタの動作制御を行うことを特徴とする充電回路の充
電制御方法。
【請求項８】
　前記出力端子の電圧が前記再充電電圧以下に低下すると、前記出力端子の電圧が前記満
充電電圧になるように前記充電電流制御用トランジスタの動作制御を行うことを特徴とす
る請求項７記載の充電回路の充電制御方法。
【請求項９】
　負荷に電源電圧を供給する電源回路において、
　前記請求項１から請求項６のいずれかに記載の充電回路と、
　該充電回路の前記出力端子に接続され、該充電回路によって充電が行われる二次電池と
、
　前記充電回路における前記出力端子の電圧を所定の定電圧に変換して前記負荷に供給す
る定電圧回路と、
を備えることを特徴とする電源回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池の充電回路及びその充電回路を備えた電源回路に関し、特に電子機
器から取り外すことができる二次電池に対して充電を行う充電回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話やデジタルカメラ等の携帯電子機器が広く普及しており、これら携帯電
子機器の電源には小型の二次電池が多く用いられている。このような二次電池の充電は、
ＡＣアダプタを携帯電子機器に接続して、該機器内に備わっている充電回路を介して行わ
れる場合が多い。また、二次電池が消耗している場合でも、ＡＣアダプタを接続すること
によって携帯電子機器の動作が可能になり、しかも二次電池の充電も行われるようになっ
ているものが一般的である。
【０００３】
　図３は、このような用途の携帯電子機器に使用されている電源回路の回路例を示した図
である（例えば、特許文献１参照。）。
　図３では、ＡＣアダプタ１０１が機器に接続されている場合は、ＡＣアダプタ１０１に
よって充電回路１０２に電力が供給され、充電回路１０２は二次電池Ｂａｔの充電を行う
。充電回路１０２は、二次電池Ｂａｔの電圧や充電電流等を検出して、二次電池Ｂａｔが
満充電になった場合は二次電池Ｂａｔへの充電を停止する。また、ＡＣアダプタ１０１の
出力電圧は、通常、二次電池Ｂａｔの電圧よりも大きいため、ダイオードＤ１０１がオン
してＡＣアダプタ１０１の出力電圧が定電圧回路１０３に入力される。なお、ダイオード
Ｄ１０２は、ダイオードＤ１０１を介して出力されているＡＣアダプタ１０１の電圧で二
次電池Ｂａｔが充電されないようにするための逆流防止用ダイオードをなす。定電圧回路
１０３は、入力された電圧を負荷１０４の動作に適した電圧に変換して出力する。
【０００４】
　このように、ＡＣアダプタ１０１が接続されている場合は、通常、負荷１０４への電力
供給はＡＣアダプタ１０１から行われる。
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　次に、ＡＣアダプタ１０１が接続されていない場合は、ダイオードＤ１０２がオンして
、二次電池Ｂａｔの電圧が定電圧回路１０３に入力される。この場合、ダイオードＤ１０
１は、ＡＣアダプタ１０１側に二次電池Ｂａｔから電力供給ができないようにするための
逆流防止用ダイオードをなす。
【０００５】
　ここで、定電圧回路１０３の消費電力について考える。
　定電圧回路１０３の出力電圧は一定であるから、負荷１０４へ出力する負荷電流が同じ
であれば、定電圧回路１０３の消費電力は入力電圧が大きいほど大きくなる。通常、ＡＣ
アダプタ１０１の出力電圧の方が二次電池Ｂａｔの電圧よりも大きいため、ＡＣアダプタ
１０１を使用したときの方が定電圧回路１０３の消費電力は大きくなる。すなわち、図３
の構成では、定電圧回路１０３内で使用されている電圧制御用トランジスタ（図示せず）
のトランジスタサイズを、ＡＣアダプタ１０１の出力電圧に合わせて大きくする必要があ
り、コストアップの要因になっていた。
【０００６】
　また、逆流防止用ダイオードをなすダイオードＤ１０１及びＤ１０２がそれぞれ必要で
あるため、ダイオードＤ１０１及びＤ１０２による電圧降下が大きく、電源の効率を低下
させていた。特に、定電圧回路１０３の出力電圧が小さいほどこのような影響が大きくな
っていた。近年において、低消費電力化が進み動作電圧が低下していることを考慮すると
、ダイオードＤ１０１及びＤ１０２における損失は無視できなくなっていた。また、ダイ
オードＤ１０１及びＤ１０２の代わりに、ＭＯＳトランジスタ等を使用して電源効率を向
上させるようにしたものもあるが、ＭＯＳトランジスタを制御するための回路を追加する
必要があるため、回路が複雑で大きくなるという問題があった。
【０００７】
　図４は、従来の電源回路の他の例を示した図である（例えば、特許文献２参照。）。な
お、図４では、図３と同じもの又は同様のものは同じ符号で示している。
　図４では、ＡＣアダプタ１０１が機器に接続されている場合は、ＡＣアダプタ１０１か
ら充電回路１０２に電力が供給され、充電回路１０２によって二次電池Ｂａｔが充電され
る。また、充電回路１０２は、出力端子ＢＡＴＴが定電圧回路１０３の入力端にも接続さ
れているため、定電圧回路１０３を介して負荷１０４へも電力を供給する。
【０００８】
　図４の電源回路では、定電圧回路１０３に入力される電圧が二次電池Ｂａｔの満充電電
圧以上にならないため、図３の場合よりも、定電圧回路１０３内で使用されている電圧制
御用トランジスタのトランジスタサイズを小さくすることができる。また、逆流防止用の
ダイオードＤ１０１及びＤ１０２が不要となり、電源効率を上げることができる。
　しかし、図４のような構成では、二次電池Ｂａｔが取り外された状態で、ＡＣアダプタ
１０１だけで作動させようとした場合に、次に説明するような問題が発生していた。
【０００９】
　図５は、図４の回路において、二次電池Ｂａｔがある場合と、ない場合の動作を説明す
るためのタイミングチャートである。図５において、「負荷＋充電電流」は、充電回路１
０２が動作を停止している場合では、二次電池Ｂａｔから負荷１０４に供給されている負
荷電流であり、充電回路１０２が作動している場合では、充電回路１０２から出力される
電流であり、該電流は負荷電流と充電電流の和になっている。また、ＢＡＴＴ端子電圧は
出力端子ＢＡＴＴの電圧を示している。
　二次電池Ｂａｔが装着されている場合の動作について説明する。
　図５において、時刻ｔ１以前は充電回路１０２の動作が停止しており、負荷１０４への
電力供給は二次電池Ｂａｔから行われている。このため、二次電池Ｂａｔの電圧が次第に
低下する。
【００１０】
　時刻ｔ１になって再充電電圧Ｖ３以下になると、充電回路１０２は動作を開始する。充
電回路１０２にはソフトスタート回路（図示せず）が設けられており、充電回路１０２の
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出力電流は、時間Ｔｓをかけて徐々に増加する。このため、ＢＡＴＴ端子電圧は、時間Ｔ
ｓが経過した時刻ｔ２から上昇を始める。時刻ｔ３でＢＡＴＴ端子電圧が充電完了電圧Ｖ
２を超え、更に充電が進むと、充電回路１０２は、満充電電圧Ｖ１での定電圧充電を行う
。該定電圧充電では、次第に充電電流が減少して、時刻ｔ４で「負荷＋充電電流」が電流
ｉ２を下回ると、充電回路１０２は二次電池Ｂａｔへの充電を停止し、「負荷＋充電電流
」は、充電開始前の負荷電流に戻る。充電回路１０２が動作を停止すると、負荷１０４へ
は二次電池Ｂａｔから電力供給が行われるため、二次電池Ｂａｔの電圧は低下を始め、時
刻ｔ１以前と同じ状態に戻る。以下、このような動作が繰り返して行われる。
【００１１】
　次に、二次電池Ｂａｔが取り外されている場合の動作を説明する。
　時刻ｔ５以前では充電回路１０２の動作が停止しており、負荷１０４への電力供給はコ
ンデンサＣｏから行われているため、ＢＡＴＴ端子電圧が次第に低下する。
　時刻ｔ５でＢＡＴＴ端子電圧が再充電電圧Ｖ３以下になると、充電回路１０２は動作を
開始する。充電回路１０２にはソフトスタート回路が設けられており、充電回路１０２の
出力電流は、時間Ｔｓをかけて徐々増加する。このため、ＢＡＴＴ端子電圧は、時間Ｔｓ
が経過した時刻ｔ６から上昇を始める。なお、時刻ｔ６におけるＢＡＴＴ端子電圧は、負
荷電流が小さいために再充電電圧Ｖ３よりも僅かに低下した値になっているが、リセット
電圧Ｖｒｓｔよりも大きいため特に問題はない。
【００１２】
　時刻ｔ７でＢＡＴＴ端子電圧が満充電電圧Ｖ１になると、コンデンサＣｏへの充電が完
了するため、充電回路１０２からの出力電流は急激に減少し、負荷１０４に供給される負
荷電流だけになる。該負荷電流は充電完了電流ｉ２よりも小さいため、充電回路１０２は
充電を停止する。負荷電流が充電完了電流ｉ２よりも小さい間はこのような動作が繰り返
して行われる。
【特許文献１】特開２００６－２１７７９７号公報
【特許文献２】特開２０００－２７８８７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかし、時刻ｔ８で負荷電流が急激に増加すると、負荷１０４への電力供給はコンデン
サＣｏから行っているため、ＢＡＴＴ端子電圧が急速に低下する。時刻ｔ９でＢＡＴＴ端
子電圧が再充電電圧Ｖ３以下となり、充電回路１０２が動作を開始する。充電回路１０２
のソフトスタート回路が作動している時間Ｔｓ中においてもＢＡＴＴ端子電圧は低下を続
けるため、時刻ｔ１０でＢＡＴＴ端子電圧はリセット電圧Ｖｒｓｔ以下になり、負荷１０
４には電圧低下によるリセットがかかり、すべての動作がリセットされてしまうという問
題が発生していた。
【００１４】
　なお、時刻ｔ１１でソフトスタート期間Ｔｓが過ぎるとＢＡＴＴ端子電圧は上昇する。
このときの電流は、負荷電流にコンデンサＣｏを充電する充電電流が加わるため、負荷電
流よりも大きくなる。時刻ｔ１２でＢＡＴＴ端子電圧が満充電電圧Ｖ１まで上昇すると、
コンデンサＣｏへの充電が停止する。また、時刻ｔ７のときと異なり、時刻ｔ１２では負
荷電流が充電完了電流ｉ２よりも大きいため、充電回路１０２は動作を停止せず、定電圧
回路として作動して満充電電圧Ｖ１の電圧を出力する。このように、図４の回路では、時
刻ｔ１１で負荷１０４をリセットしてしまうため、機器が正常に動作を行うことができな
くなる場合があった。
【００１５】
　また、図６で示すように、二次電池Ｂａｔを内蔵したバッテリパック１０５内に電池取
り付け有無を検出するための抵抗Ｒｂを備えることも考えられるが、このようにすると、
二次電池Ｂａｔの有無を検出するためのＩＤ端子を備えたバッテリパック１０５しか使用
することができず、バッテリパック１０５にＩＤ端子を設けると、その分バッテリパック
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１０５が大型になるという問題があった。また、バッテリパック１０５と充電回路１０２
との接続スペースが多く必要になり、結果的に携帯電子機器の小型化の妨げになると共に
、コストアップの要因になるという問題があり、更に、バッテリパック１０５と充電回路
１０２との接続端子数が増えることによる信頼性の低下にもつながっていた。
【００１６】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、二次電池への充電完
了後は、ＢＡＴＴ端子電圧を、再充電電圧Ｖ３よりも小さく且つリセット電圧Ｖｒｓｔよ
りも大きい電圧に設定するようにして、二次電池Ｂａｔが接続されてない場合に負荷電流
が急激に増加したときでも、負荷にリセットがかかることを防止することができる二次電
池の充電回路、その充電制御方法及びその充電回路を備えた電源回路を得ることを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　この発明に係る充電回路は、入力端子に入力された電圧を電源にして出力端子に接続さ
れた二次電池の充電を行う充電回路において、
　制御電極に入力された制御信号に応じて、前記二次電池への充電電流の供給制御を行う
充電電流制御用トランジスタと、
　前記充電電流の電流値を検出する電流検出回路部と、
　前記出力端子の電圧を検出する電圧検出回路部と、
　前記電圧検出回路部で検出された電圧が所定の満充電電圧になるように前記充電電流制
御用トランジスタを動作制御して定電圧充電を行う制御回路部と、
を備え、
　前記制御回路部は、前記出力端子の電圧が前記満充電電圧よりも小さい所定の再充電電
圧以下に低下すると前記充電電流制御用トランジスタをオンさせて前記充電電流の供給を
開始させ、前記電流検出回路部で検出された充電電流と前記電圧検出回路部で検出された
電圧から、前記二次電池の充電が完了したと判定すると、前記出力端子の電圧が前記再充
電電圧よりも小さく且つ前記二次電池に接続される負荷が動作可能な電圧以上である所定
値になるように前記充電電流制御用トランジスタの動作制御を行うものである。
【００１８】
　また、前記制御回路部は、前記出力端子の電圧が前記再充電電圧以下に低下すると、前
記出力端子の電圧が前記満充電電圧になるように前記充電電流制御用トランジスタの動作
制御を行うようにした。
【００１９】
　具体的には、前記電圧検出回路部は、前記出力端子の電圧に比例した比例電圧を生成し
て出力し、前記制御回路部は、該比例電圧が設定した基準電圧になるように前記充電電流
制御用トランジスタの動作制御を行い、前記二次電池の充電が完了したと判定すると、前
記出力端子の電圧が前記所定値になるように前記基準電圧の設定値を変えて前記充電電流
制御用トランジスタの動作制御を行うようにした。
【００２０】
　この場合、前記制御回路部は、前記出力端子の電圧が前記再充電電圧以下に低下したこ
とを検出すると、前記出力端子の電圧が前記満充電電圧になるように前記基準電圧の設定
値を変えて前記充電電流制御用トランジスタの動作制御を行うようにした。
【００２１】
　また、前記制御回路部は、前記出力端子の電圧が、前記再充電電圧よりも大きく且つ前
記満充電電圧よりも小さい所定の充電完了電圧以上になると共に、前記充電電流が所定の
電流値未満になると、前記二次電池の充電が完了したと判定するようにした。
【００２２】
　また、前記電流検出回路部は、検出した前記充電電流を電圧に変換して出力し、前記制
御回路部は、前記二次電池の充電を開始すると、該電流検出回路部から出力された電圧が
所定の電圧になるように前記充電電流制御用トランジスタを動作制御して定電流充電を行
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った後、前記定電圧充電を行うようにした。
【００２３】
　また、この発明に係る充電回路の充電制御方法は、制御電極に入力された制御信号に応
じて、二次電池への充電電流の供給制御を行う充電電流制御用トランジスタと、
　前記充電電流の電流値を検出する電流検出回路部と、
　前記二次電池が接続される出力端子の電圧を検出する電圧検出回路部と、
を備え、
　入力端子に入力された電圧を電源にして前記出力端子に接続された前記二次電池の充電
を行う充電回路の充電制御方法において、
　前記出力端子の電圧が所定の再充電電圧以下に低下すると前記充電電流制御用トランジ
スタをオンさせて前記充電電流の供給を開始させ、
　前記電圧検出回路部で検出された電圧が前記再充電電圧よりも大きい所定の満充電電圧
になるように前記充電電流制御用トランジスタを動作制御して定電圧充電を行い、
　前記電流検出回路部で検出された充電電流と前記電圧検出回路部で検出された電圧から
、前記二次電池の充電が完了したと判定すると、前記出力端子の電圧が前記再充電電圧よ
りも小さく且つ前記二次電池に接続される負荷が動作可能な電圧以上である所定値になる
ように前記充電電流制御用トランジスタの動作制御を行うようにした。
【００２４】
　また、前記出力端子の電圧が前記再充電電圧以下に低下すると、前記出力端子の電圧が
前記満充電電圧になるように前記充電電流制御用トランジスタの動作制御を行うようにし
た。
【００２５】
　また、この発明に係る電源回路は、負荷に電源電圧を供給する電源回路において、
　前記請求項１から請求項６のいずれかに記載の充電回路と、
　該充電回路の前記出力端子に接続され、該充電回路によって充電が行われる二次電池と
、
　前記充電回路における前記出力端子の電圧を所定の定電圧に変換して前記負荷に供給す
る定電圧回路と、
を備えるようにした。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の充電回路、その充電制御方法及びその充電回路を備えた電源回路によれば、充
電回路の動作を停止させず、充電完了後は前記出力端子の電圧を所定の再充電電圧よりも
小さく且つ前記二次電池に接続される負荷が動作可能な電圧以上である所定値になるよう
にしたことから、二次電池が接続されていない場合に前記出力端子に接続された負荷への
電流が急激に増加した場合においても、該負荷にリセットがかかることを防止することが
できる。
【００２７】
　また、二次電池の有無を検出するためのＩＤ端子が不要であるため、小型化を図ること
ができると共に信頼性の向上を図ることができ、ＩＤ端子付きのバッテリパックの充電も
行うことができ、汎用性を高めることができる。
【００２８】
　また、電源効率を低下させる逆流防止用のダイオードが不要である、電源効率を向上さ
せることができる。
【００２９】
　また、本発明の電源回路によれば、定電圧回路に満充電電圧以上の電圧が印加されない
ようにしたことから、該定電圧回路内の電圧制御用トランジスタのトランジスタサイズを
小さくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
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　次に、図面に示す実施の形態に基づいて、本発明を詳細に説明する。
第１の実施の形態．
　図１は、本発明の第１の実施の形態における充電回路を備えた電源回路の構成例を示し
た図である。
　図１において、電源回路１は、ＡＣアダプタ２、二次電池Ｂａｔ、二次電池Ｂａｔの充
電を行う充電回路３、二次電池Ｂａｔの電圧又は充電回路３の出力電圧を所定の定電圧に
変換して負荷１０に出力する定電圧回路４及びコンデンサＣｏを備えている。
【００３１】
　また、充電回路３は、ＰＭＯＳトランジスタからなる充電電流制御用トランジスタＭ１
、ＰＭＯＳトランジスタＭ２，Ｍ３、演算増幅回路１１，１２、充電制御回路１３、所定
の基準電圧Ｖｓ１を生成して出力する基準電圧発生回路１４、所定の基準電圧Ｖｓ４を生
成して出力する基準電圧発生回路１５、所定の基準電圧Ｖｓ５を生成して出力する基準電
圧発生回路１６、切り換えスイッチＳＷ１及び抵抗Ｒ１～Ｒ４で構成されている。なお、
ＰＭＯＳトランジスタＭ２及び抵抗Ｒ１は電流検出回路部を、抵抗Ｒ２及びＲ３は電圧検
出回路部を、演算増幅回路１１，１２、充電制御回路１３、基準電圧発生回路１４～１６
、切り換えスイッチＳＷ１、ＰＭＯＳトランジスタＭ３及び抵抗Ｒ４は制御回路部をそれ
ぞれなす。
【００３２】
　ＡＣアダプタ２から出力された電源電圧Ｖａｄｐは、充電回路３の入力端子ＡＤＰに入
力され、充電回路３の出力端子ＢＡＴＴと接地電圧ＧＮＤとの間には、二次電池Ｂａｔと
コンデンサＣｏが並列に接続され、更に出力端子ＢＡＴＴは定電圧回路４の入力端に接続
されている。定電圧回路４の出力端と接地電圧ＧＮＤとの間には負荷１０が接続されてい
る。
　充電回路３において、入力端子ＡＤＰと出力端子ＢＡＴＴとの間に充電電流制御用トラ
ンジスタＭ１が接続され、出力端子ＢＡＴＴと接地電圧ＧＮＤとの間に抵抗Ｒ２及びＲ３
が直列に接続されている。抵抗Ｒ２及びＲ３は出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔを分圧し
て分圧電圧Ｖｂを生成し、演算増幅回路１２の非反転入力端と充電制御回路１３にそれぞ
れ出力する。
【００３３】
　入力端子ＡＤＰと接地電圧ＧＮＤとの間には、ＰＭＯＳトランジスタＭ２と抵抗Ｒ１が
直列に接続され、ＰＭＯＳトランジスタＭ２のドレインと抵抗Ｒ１との接続部の電圧Ｖｉ
ｃは、演算増幅回路１１の反転入力端と充電制御回路１３にそれぞれ入力されている。ま
た、入力端子ＡＤＰと演算増幅回路１２の出力端との間にはＰＭＯＳトランジスタＭ３と
抵抗Ｒ４が直列に接続されている。充電電流制御用トランジスタＭ１及びＰＭＯＳトラン
ジスタＭ２の各ゲートは接続され、該接続部はＰＭＯＳトランジスタＭ３のドレインと抵
抗Ｒ４との接続部に接続されている。
【００３４】
　ＰＭＯＳトランジスタＭ３のゲートは演算増幅回路１１の出力端に接続され、演算増幅
回路１１の非反転入力端には基準電圧Ｖｓ５が入力されている。演算増幅回路１２の反転
入力端は、切り換えスイッチＳＷ１の共通端子Ｃに接続され、切り換えスイッチＳＷ１の
端子Ａには基準電圧Ｖｓ１が、切り換えスイッチＳＷ１の端子Ｂには基準電圧Ｖｓ４がそ
れぞれ入力されている。切り換えスイッチＳＷ１は、充電制御回路１３からの制御信号Ｃ
ＮＴに応じて、共通端子Ｃを端子Ａ又は端子Ｂのいずれか一方に接続する。
【００３５】
　このような構成において、充電電流制御用トランジスタＭ１及びＰＭＯＳトランジスタ
Ｍ２の各ゲートが接続されると共に各ソースが接続されていることから、充電電流制御用
トランジスタＭ１及びＰＭＯＳトランジスタＭ２の各ドレイン電流は比例する。また、Ｐ
ＭＯＳトランジスタＭ２のドレイン電流は抵抗Ｒ１で電圧に変換されることから、抵抗Ｒ
１の電圧降下を調べることにより充電電流制御用トランジスタＭ１のドレイン電流の電流
値を調べることができる。充電電流制御用トランジスタＭ１のドレインから出力端子ＢＡ
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ＴＴを介して出力される出力電流ｉｏｕｔは、二次電池Ｂａｔへの充電電流と、負荷１０
に供給される負荷電流ｉＬとの和になる。
【００３６】
　演算増幅回路１１は、出力電流ｉｏｕｔが所定の定電流ｉ１になって定電流充電を行う
ときに使用される増幅回路であり、抵抗Ｒ１の電圧降下である電圧Ｖｉｃが基準電圧Ｖｓ
５に等しくなるようにＰＭＯＳトランジスタＭ３のゲート電圧を制御する。充電電流制御
用トランジスタＭ１とＰＭＯＳトランジスタＭ２の各ドレイン電流の電流値比をＫとする
と、定電流ｉ１、抵抗Ｒ１の抵抗値ｒ１及び基準電圧Ｖｓ５の関係は下記（１）式のよう
になる。
　ｉ１＝Ｋ×Ｖｓ５／ｒ１………………（１）
但し、出力電流ｉｏｕｔが電流ｉ１未満の場合は、演算増幅回路１１は、出力信号をハイ
レベルにしてＰＭＯＳトランジスタＭ３をオフさせて遮断状態にするため、充電制御には
関わらなくなる。
【００３７】
　演算増幅回路１２は、二次電池Ｂａｔに対して定電圧充電を行うときに使用される増幅
回路である。演算増幅回路１２は、分圧電圧Ｖｂが基準電圧Ｖｓ１又はＶｓ４に等しくな
るように充電電流制御用トランジスタＭ１のゲート電圧を制御する。切り換えスイッチＳ
Ｗ１によって、演算増幅回路１２の反転入力端に基準電圧Ｖｓ１が入力されたときの出力
端子ＢＡＴＴの電圧ＶｂａｔをＶ１とし、演算増幅回路１２の反転入力端に基準電圧Ｖｓ
４が入力されたときの出力端子ＢＡＴＴの電圧ＶｂａｔをＶ４とすると、電圧Ｖ１と電圧
Ｖ４は下記（２）式及び（３）式で表される。
　Ｖ１＝Ｖｓ１×（ｒ２＋ｒ３）／ｒ３………………（２）
　Ｖ４＝Ｖｓ４×（ｒ２＋ｒ３）／ｒ３………………（３）
【００３８】
　なお、前記（２）式及び（３）式において、ｒ２及びｒ３は、抵抗Ｒ２及びＲ３の抵抗
値を示している。また、電圧Ｖ１は、二次電池Ｂａｔが満充電されたときの電圧である満
充電電圧であり、電圧Ｖ４は、二次電池Ｂａｔに対して再び充電を行う際の目安となる電
圧である再充電電圧Ｖ３と負荷１０にリセットがかかるリセット電圧Ｖｒｓｔとの間の電
圧であり、所定値をなしている。
【００３９】
　図２は、図１の充電回路３の動作を説明するためのタイミングチャートであり、図２を
参照しながら図１の充電回路３の動作について説明する。
　図２において、二次電池Ｂａｔが接続されている場合について説明する。
　時刻ｔ１以前は、切り換えスイッチＳＷ１の共通端子Ｃは端子Ｂに接続されている。こ
のような状態では、演算増幅回路１２の反転入力端には基準電圧Ｖｓ４が入力されるため
、演算増幅回路１２は、出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔが電圧Ｖ４になるように充電電
流制御用トランジスタＭ１を制御する。しかし、このとき出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａ
ｔは、電圧Ｖ４よりも大きい再充電電圧Ｖ３以上になっているため、演算増幅回路１２の
出力信号はハイレベルになり、充電電流制御用トランジスタＭ１とＰＭＯＳトランジスタ
Ｍ２はそれぞれオフして遮断状態になる。
【００４０】
　すなわち、充電回路３は作動しているが、充電電流制御用トランジスタＭ１がオフして
いるので、ＡＣアダプタ２から出力端子ＢＡＴＴへの電流供給が停止する。このため、負
荷１０には二次電池Ｂａｔから電流が供給され、出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔは次第
に低下する。なお、ＰＭＯＳトランジスタＭ２がオフすると、抵抗Ｒ１には電流が流れず
、電圧Ｖｉｃは０Ｖになる。このため、演算増幅回路１１の出力信号もハイレベルになり
、ＰＭＯＳトランジスタＭ３もオフして遮断状態になり、演算増幅回路１１は、充電動作
には関与しなくなる。
【００４１】
　出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔが時刻ｔ１で再充電電圧Ｖ３以下になると、充電制御
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回路１３は分圧電圧Ｖｂからそれを検知し、切り換えスイッチＳＷ１に対して、制御信号
ＣＮＴを使用して共通端子Ｃを端子Ａに接続させる。このため、演算増幅回路１２の反転
入力端には基準電圧Ｖｓ１が入力され、前記（２）式で示したように、出力端子ＢＡＴＴ
の電圧Ｖｂａｔの設定が満充電電圧Ｖ１に変更される。
　また、演算増幅回路１２の反転入力端に基準電圧Ｖｓ１が入力されると、演算増幅回路
１２において、反転入力端の電圧が非反転入力端に入力された分圧電圧Ｖｂよりも大きく
なる。このことから、演算増幅回路１２の出力信号はローレベルになり、充電電流制御用
トランジスタＭ１とＰＭＯＳトランジスタＭ２がそれぞれオンする。
【００４２】
　このため、ＡＣアダプタ２から充電電流制御用トランジスタＭ１を介して出力端子ＢＡ
ＴＴに電流が供給される。ＰＭＯＳトランジスタＭ２のドレイン電流は、充電電流制御用
トランジスタＭ１のドレイン電流に比例するため、抵抗Ｒ１に電流が流れ電圧Ｖｉｃが上
昇する。電圧Ｖｉｃが基準電圧Ｖｓ５に近づくにつれ演算増幅回路１１の出力電圧が低下
し、ＰＭＯＳトランジスタＭ３のインピーダンスを小さくする。ＰＭＯＳトランジスタＭ
３のインピーダンスが小さくなると、充電電流制御用トランジスタＭ１とＰＭＯＳトラン
ジスタＭ２の各ゲート電圧がそれぞれ上昇する。
【００４３】
　演算増幅回路１１は、電圧Ｖｉｃが基準電圧Ｖｓ５に等しくなるようにＰＭＯＳトラン
ジスタＭ３のゲート電圧を制御することになり、このときの充電電流制御用トランジスタ
Ｍ１のドレイン電流が出力電流ｉｏｕｔの最大電流であり、前記（１）式で示した電流ｉ
１になる。すなわち、時刻ｔ１からは電流値ｉ１の出力電流ｉｏｕｔが出力端子ＢＡＴＴ
から供給され、負荷１０への給電と二次電池Ｂａｔへの充電に使用される。但し、実際に
は回路の遅延があるため、時刻ｔ１から電流ｉ１になるまでには少し時間がかかる。
【００４４】
　時刻ｔ２で二次電池Ｂａｔの電圧が充電完了電圧Ｖ２を超え、更に充電が進むと出力端
子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔは満充電電圧Ｖ１になる。すると、演算増幅回路１２の非反転
入力端に入力された分圧電圧Ｖｂが基準電圧Ｖｓ１に等しくなり、演算増幅回路１２の出
力電圧が上昇する。このため、充電電流制御用トランジスタＭ１のゲート電圧が上昇し、
充電電流制御用トランジスタＭ１のドレイン電流が減少する。すると、電圧Ｖｉｃが低下
し、演算増幅回路１１の出力信号はハイレベルになり、ＰＭＯＳトランジスタＭ３はオフ
して遮断状態になる。ＰＭＯＳトランジスタＭ３がオフすると充電制御に関わらなくなる
ため、出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔは演算増幅回路１２によって満充電電圧Ｖ１にな
るように制御され、充電回路３は満充電電圧Ｖ１での定電圧充電に移行する。満充電電圧
Ｖ１による定電圧充電では、次第に二次電池Ｂａｔへの充電電流が減少し、該減少に比例
して電圧Ｖｉｃも低下する。電圧Ｖｉｃは、充電制御回路１３で常時監視されている。
【００４５】
　時刻ｔ３で電圧Ｖｉｃが所定値以下になると、充電制御回路１３は、充電完了信号とし
て、切り換えスイッチＳＷ１に対して、共通端子Ｃを再び端子Ｂに接続するように制御信
号ＣＮＴを出力する。なお、電圧Ｖｉｃが前記所定値と等しくなった時点の出力電流ｉｏ
ｕｔは電流ｉ２になる。
　演算増幅回路１２の反転入力端に基準電圧Ｖｓ４が入力されると、演算増幅回路１２の
出力信号はハイレベルになり、充電電流制御用トランジスタＭ１とＰＭＯＳトランジスタ
Ｍ２はそれぞれオフする。このため、ＡＣアダプタ２から出力端子ＢＡＴＴへの電力供給
が停止し、この状態は前述した時刻ｔ１以前の状態と同じである。時刻ｔ３以後は、負荷
１０への負荷電流が二次電池Ｂａｔから供給されるため、出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａ
ｔが次第に低下し、以降前記のような動作が繰り返し行われる。
【００４６】
　次に、二次電池Ｂａｔが取り外されている場合の動作について説明する。
　時刻ｔ４以前は切り換えスイッチＳＷ１の共通端子Ｃが端子Ｂに接続されており、前記
した時刻ｔ１以前とまったく同じ動作が行われる。但し、二次電池Ｂａｔが接続されてい
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ないため、負荷１０への電力供給はコンデンサＣｏから行われており、出力端子ＢＡＴＴ
の電圧Ｖｂａｔの低下速度は速くなる。
　時刻ｔ４で、出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔが再充電電圧Ｖ３以下になると、充電制
御回路１３は、切り換えスイッチＳＷ１に対して、共通端子Ｃの接続を端子Ａに切り換え
させる。すると、演算増幅回路１２の反転入力端には基準電圧Ｖｓ１が入力され、出力端
子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔの設定値が前記（２）式で示したような満充電電圧Ｖ１に変更
される。
【００４７】
　演算増幅回路１２の反転入力端に基準電圧Ｖｓ１が入力されると、演算増幅回路１２に
おいて、反転入力端の電圧が非反転入力端の電圧よりも大きくなるため、出力信号がロー
レベルになり、充電電流制御用トランジスタＭ１をオンさせる。このため、時刻ｔ１で説
明したようにＡＣアダプタ２から充電電流制御用トランジスタＭ１を介して出力端子ＢＡ
ＴＴに電流値ｉ１の電流が供給される。出力端子ＢＡＴＴには二次電池Ｂａｔが接続され
ていないため、出力端子ＢＡＴＴに供給された電力は負荷１０への負荷電流とコンデンサ
Ｃｏの充電に使用される。　
【００４８】
　コンデンサＣｏの容量は二次電池Ｂａｔよりも極めて小さいため短時間で充電され、電
圧Ｖｂａｔは時刻ｔ５で満充電電圧Ｖ１に到達する。すると、出力電流ｉｏｕｔは負荷１
０への負荷電流だけになり、電圧Ｖｉｃが低下する。充電制御回路１３は電圧Ｖｉｃの該
低下を検出して、充電完了信号である制御信号ＣＮＴを出力して切り換えスイッチＳＷ１
の接続が端子Ｂ側に変更される。このため、出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔの設定値は
電圧Ｖ４に変更され、演算増幅回路１２の出力信号はハイレベルになり、充電電流制御用
トランジスタＭ１はオフする。このような状態は時刻ｔ４以前の場合と同じであるため、
負荷１０への負荷電流が電流値ｉ２以上に増えない限り前記のような動作を繰り返す。
【００４９】
　時刻ｔ６で出力電流ｉｏｕｔが電流値ｉ２以上に急増すると、出力端子ＢＡＴＴの電圧
Ｖｂａｔは急激に低下する。時刻ｔ７で電圧Ｖｂａｔが再充電電圧Ｖ３以下になると、充
電制御回路１３は、制御信号ＣＮＴを使用して切り換えスイッチＳＷ１を制御し、演算増
幅回路１２の反転入力端の電圧Ｖｓが基準電圧Ｖｓ１になるようにする。しかし、演算増
幅回路１２の反転入力端の電圧Ｖｓを基準電圧Ｖｓ１に変更するまでには時間Ｔｄの遅れ
がある。この間においても出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔは低下するが、演算増幅回路
１２は、出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔが電圧Ｖ４になるように作動している。このた
め、出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔが電圧Ｖ４まで低下すると、充電電流制御用トラン
ジスタＭ１をオンさせて、出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔが電圧Ｖ４で維持されるよう
に動作する。
【００５０】
　この結果、出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔは、従来回路のようにリセット電圧Ｖｒｓ
ｔまで低下することがなくなり、負荷１０にリセットがかかって異常動作になることを防
止することができる。
　遅延時間Ｔｄが経過した時刻ｔ８で、演算増幅回路１２の入力電圧Ｖｓが基準電圧Ｖｓ
１に切り換わると、出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔは満充電電圧Ｖ１まで上昇する。電
圧Ｖｂａｔが満充電電圧Ｖ１に達した後も、出力電流ｉｏｕｔが充電完了電流ｉ２以上で
あるため、演算増幅回路１２を中心に構成された定電圧充電を行う回路が定電圧回路とし
て作動し続ける。
【００５１】
　このように、本第１の実施の形態における充電回路を備えた電源回路は、充電回路３の
動作を停止させず、充電完了後は出力端子ＢＡＴＴの電圧Ｖｂａｔを再充電電圧Ｖ３より
も小さく、リセット電圧Ｖｒｓｔよりも大きい電圧Ｖ４に設定するようにしたことから、
二次電池Ｂａｔが接続されていない場合に負荷１０への負荷電流が急激に増加したときで
も、負荷１０にリセットがかかることを防止することができる。
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【００５２】
　また、二次電池Ｂａｔの有無を検出するためのＩＤ端子を設ける必要がなく、小型で信
頼性の高い充電回路を得ることができる。
　また、定電圧回路４に満充電電圧Ｖ１以上の電圧が入力されないようにすることができ
、定電圧回路４内の電圧制御用トランジスタのトランジスタサイズを小さくすることがで
きる。
　更に、電源効率を低下させる逆流防止用のダイオードを使用する必要がないため、電源
効率が向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の第１の実施の形態における充電回路を備えた電源回路の構成例を示した
図である。
【図２】図１の充電回路３の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図３】従来の電源回路の回路例を示した図である。
【図４】従来の電源回路の他の回路例を示した図である。
【図５】図４の回路の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図６】従来の電源回路の他の回路例を示した図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１　電源回路
　２　ＡＣアダプタ
　３　充電回路
　４　定電圧回路
　１０　負荷
　１１，１２　演算増幅回路
　１３　充電制御回路
　１４～１６　基準電圧発生回路
　Ｂａｔ　二次電池
　Ｃｏ　コンデンサ
　Ｍ１　充電電流制御用トランジスタ
　Ｍ２，Ｍ３　ＰＭＯＳトランジスタ
　Ｒ１～Ｒ４　抵抗
　ＳＷ１　切り換えスイッチ
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